
「テールゲートリフター特別教育（学科）」講師養成講習のご案内 
 

    陸災防 東京都支部会 
          〒160-0004 東京都新宿区四谷３－１－８ 

(東京都トラック総合会館 １階) 

TEL 03-3355-2277 ＦＡＸ 03-3355-0370 

 1．教育の趣旨   

労働安全衛生規則等の一部が改正され、労働安全衛生法第５９条第３項・労働安全衛生規

則第３６条第５号の４により、「テールゲートリフター（貨物自動車の荷台の後部に設置された動

力により駆動されるリフト）の操作の業務（当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動

車から荷を卸す作業を伴うものに限る。）」が令和 6年2月1日から特別教育の対象となりました。 

本講座は、社内で特別教育を実施する講師となる方を養成する講習です。 
   

2．日 時  ７月２７日(月) 午前９時００分～午後３時３０分 
 

3．会 場  東京都トラック総合会館 ４階 会議室 

東京都新宿区四谷３－１－８  TEL ０３-３３５５－２２７７ 
 

4．教育内容 
 

            内 容 講習時間（分） 

役割と心構え １０ 

関係法令 ４５ 

テールゲートリフターに関する知識 ４５ 

テールゲートリフターの作業に関する知識① ６０ 

テールゲートリフターの作業に関する知識② ６０ 

学科映像補助教材 ４５ 

実技動画 １０ 
 

5. 配布資料    テールゲートリフター作業者必携 ・ 講習資料一式・ 

学科教育講義用資料（冊子）・指導要領・ 参考資料（冊子） 
          

6．定 員     ５０名 最終締切日は講習日３日前 
 

7．受講料（税込）                                         

会 員 料 金   ３５，２００円 （税込）  

       非会員料金  ４５，１００円 （税込） 

8．申込み方法 

申込みは次の（１）から（3）のいずれかの方法により受講申込書を記入のうえお申込みください。 

受講料を確認後に受講票を送付いたします。お急ぎの場合は、事務局へお電話ください。 

（1）受講申込書を FAX 送信のうえ（FAX:03-3355-0370）、受講料を下記口座に振り込む。 

［みずほ銀行 四谷支店､普通預金口座番号１３０６１２１ 陸災防東京都支部会］ 

（2）現金書留で、受講申込書、受講料を郵送する。 

（3）受講申込書、受講料を事前に当支部会に直接持参のうえ申し込む。 
 

9．受講の取り消しについて 

締切日以降に受講を取り消す場合は、1,000 円の手数料が必要です。  


